
（保存期間：解約後 5年）                                         （203-226 事統 2022.6 改正 A4・片面） 

「電子交付サービス」利用停止（解除）申込書 
 

年   月   日 

株式会社 広島銀行 御中 

おところ                  電話番号（       ）（       ）（       ） 

おなまえ                                          代表口座お届印 

当社（私）は〈ひろぎん〉ビジネス Web サービス／〈ひろぎん〉ビジネスポータルにて利用している「電子交付サービス」につ

いて、以下の事項を確認のうえ、利用停止（解除）を申込みます。 

◎ご確認事項 

 

 

 

 

 

 

 
■申込代表口座 
 

お取引店 科 目 口座番号 

 
 

       

 
■「電子交付サービス」の利用（いずれか一方を選択してください） 
 

 
「電子交付サービス」の利用停止 

 「電子交付サービス」の利用停止の解除 

以 上 

 

■代表口座の店番・CMF 番号（受付店記入）  

店番    CMF       

 

（受付店：                     ）※僚店受付可 

検 印 印鑑照合 受 付 

   

※「電子交付サービス」契約状況は情報照会＞EB＞ANSER 契約
内容照会＞詳細（電子交付情報）で確認 

※原本は原申込書とともに保管。写しを広島事務センター事務集中
グループ（ＥＢ担当）へ行内メールにて送付すること。 
 

■広島事務センター事務集中グループ（EB 担当）使用欄 

検 印 処理済印 精査印 受 付 

    

 

（銀行使用欄） 

当座 非居住者円普通普通 

 

《「電子交付サービス」を利用停止する場合》 

□ 画面上、「電子交付サービス」の交付状況確認・切替申込メニューにて帳票の種類毎に交付方法の切替申込が随時可

能です。画面上、電子交付サービスメニュー自体の表示を希望されない場合に本申込書によりお手続きください。 
 

□ 過去に電子交付されていた帳票については画面上で閲覧いただけなくなるため、必要に応じ、印刷・ファイル保存を行

ってください。 
 
□ 利用停止の解除を行う場合は書面でのお手続きになります。 
 
□ 「電子交付サービス」の利用停止により、今後発行される電子交付の対象帳票は「郵送交付」となります。 
 

《「電子交付サービス」を利用停止解除する場合》 

□ 今後発行される電子交付の対象帳票は「郵送交付」から、「電子交付」となります。 


